
 

令和２年（２０２０年）４月２２日 

 

 

熊本県内が、感染拡大傾向期に入りました 

 

４月１６日の第１２回新型コロナウイルス感染症対策本部会議にて、「熊本県新

型コロナウイルス地域区分基準」を定めたところです。 

４月１４日（火）から２０日（月）までの新規感染者が１３名となったため、 

２１日から県下全域が【感染拡大傾向期】に至ったと判断しました。 

県民の皆様におかれましては、これまで以上に感染防止対策の徹底をお願いし

ます。 

 

【概要】 

（１）地域区分基準について 

   別添のとおり 

 

（２）期間中の感染状況 

 ・対象期間：４月１４日（火）から４月２０日（月） 一週間 

 ・新規感染者数：１３名 

 ・リンク不明の感染者数：３名 

 

（３）県の対応 

 専門家との相談の結果、県全域が「感染拡大傾向期」に至ったと判断しました。 

引続き、一歩先んじた対応を継続して参りますので、県民の皆様にはご協力を宜し

くお願いします。特に、大型連休中の外出自粛については、重ねて強くお願いしま

す。 
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